
国土交通省独立行政法人評価委員会の議事の公開に関し必要な

事項について

（平成２６年３月１０日国土交通省独立行政法人評価委員会申合
せ）

国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則（以下「運営規則」

という。）第五条第二項の規定に基づき、国土交通省独立行政法

人評価委員会（以下「委員会」という。）の議事の公開の手続き

その他委員会の会議の公開に関し必要な事項については、以下に

よることとする。

（会議の傍聴）

１．

（１） 委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、国

土交通省政策統括官付政策評価官の登録を受けなければな

らない。

（２） 前項の登録を受けた者（次項において「登録傍聴人」と

いう。）は、委員長が許可した場合を除き、会議の開始後

に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音して

はならない。

（３） 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行

を妨げる行為をしてはならない。

（議事録）

２． 委員長は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表す

るものとする。

（議事要旨）

３． 事務局は、委員会の会議終了後、当該会議に係る議事の要

旨を作成し、速やかに公表するものとする。

（会議資料の扱い）

４．
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（１） 委員会で配布された資料は、原則として公表することと

する。ただし、資料を公開することによって委員会の審議

の円滑な遂行若しくは当該独立行政法人の円滑な運営等に

支障が生じるおそれがあるものについては、委員長が委員

会に諮って、非公開その他の必要な措置をとることができ

る。

（２） 前項の規定にかかわらず、役員退職手当支給に係る業績

勘案率の決定に関する資料については、委員長は個人情報

の保護の観点から必要な措置をとることができる。

（分科会への準用）

５． １．～４．の定めは、分科会においても準用する。この場

合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「分科会」

と、「国土交通省政策統括官付政策評価官」とあるのは「国土

交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表の下欄に掲げる担

当課等」と、「委員長」とあるのは「分科会長」と読み替える。

（分科会の会議を非公開とする案件）

６．

（１） 運営規則第八条第五項の規定により、委員会において分

科会の会議を非公開とすることが適当であると認める案件

は、独立行政法人の業務の実績に関する評価に係る案件と

する。

（２） 前項の規定により会議を非公開とすることとされた案件

に係る議事録については、発言者名を記載しないこと等の

措置を講じた上で公表するものとする。

（その他）

７． 委員会としての主務大臣に対する意見具申その他の委員会

の活動状況については、速やかに公表する。

附則 国土交通省独立行政法人評価委員会の議事の公開に関し必

要な事項について（平成１３年２月２２日国土交通省独立行政

法人評価委員会申合せ）は、廃止する。
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